
■診療報酬算定のための

施設基準等の事務手引（令和２年４月版） 追補⑸

令和４年（2022年）１月  社会保険研究所 

以下の通知、事務連絡により、本書の内容に一部訂正、追加情報がありましたので、追補いたします。 

○令和３年11月５日 厚生労働省保険局医療課事務連絡 疑義解釈資料の送付について（その80）
○令和３年11月30日 保医発1130第２号 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部

改正について 
○令和３年12月10日 厚生労働省保険局医療課事務連絡 「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついて」等の一部改正について」の一部訂正について 

頁 該当箇所 改正前 改正後 

特掲診療料の施設基準等 

手術 

【参考】 自家培養角膜上皮移植 

1150 関係通知 

特定保険医療

材料の材料価

格算定に関す

る留意事項に

ついて 

下から 

１行目 

〔改行して追加〕 

⑹ 自家培養口腔粘膜上皮 ○新 
ア 角膜上皮幹細胞疲弊症であって、重症度StageⅡＡ（結膜瘢痕組
織の除去（必要に応じて羊膜移植）を行ったにもかかわらず角膜上
皮の再建に至らない場合に限る。）、StageⅡＢ又はStageⅢの患
者に対して使用した場合に、片眼につき１回に限り算定できる。

イ 自家培養口腔粘膜上皮・調製・移植キットは、次のいずれにも該
当する医師が使用した場合に限り算定する。
ａ 眼科の経験を５年以上有しており、角膜移植術を術者として５
例以上実施した経験を有する常勤の医師であること。 

ｂ 所定の研修を修了していること。なお、当該研修は、次の内容
を含むものであること。 
ⅰ 自家培養口腔粘膜上皮の適応に関する事項 
ⅱ 角膜上皮幹細胞疲弊症の重症度判定に関する事項 
ⅲ 口腔粘膜組織採取法に関する事項 
ⅳ 移植方法に関する事項 

ウ 自家培養口腔粘膜上皮・採取・培養キットは、口腔粘膜組織採取
法に関する研修を修了している医師が使用した場合に限り算定する。

エ ヒト自家移植組織（自家培養口腔粘膜上皮）を使用した患者につ
いては、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に角膜上皮幹細
胞疲弊症の重症度を含めた症状詳記を添付する。

診療報酬 

留意事項通知 

下から 

４行目 

⑸ 自家培養角膜上皮移植を ⑸ 角膜上皮幹細胞疲弊症に対して
自家培養角膜上皮移植又は自家培
養口腔粘膜上皮移植を 

下から 

１行目 

〔改行して追加〕 

⑺ 自家培養口腔粘膜上皮移植の実施に際して、口腔粘膜組織採取のみ
に終わり角膜移植術に至らない場合については、区分番号「Ｋ423」に
掲げる頬腫瘍摘出術の「１」粘液嚢胞摘出術の所定点数を準用して算
定する。  ○新

⑻ 自家培養口腔粘膜上皮移植の実施に際して、自家培養口腔粘膜上皮
移植を行った保険医療機関と口腔粘膜組織採取を行った保険医療機関
とが異なる場合の診療報酬の請求は、自家培養口腔粘膜上皮移植を行
った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議
に委ねる。  ○新
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https://www.shaho.co.jp/
http://www.shaho.co.jp/shaho/shop/detail.php?no=39
https://www.shaho.co.jp/wp-content/uploads/2021/11/211105j1.pdf
https://www.shaho.co.jp/wp-content/uploads/2021/12/211130t2.pdf
https://www.shaho.co.jp/wp-content/uploads/2021/12/211130t2.pdf
https://www.shaho.co.jp/wp-content/uploads/2021/12/211210j1.pdf
https://www.shaho.co.jp/wp-content/uploads/2021/12/211210j1.pdf


施設基準等の事務手引（令和 2 年 4 月版）  追補 ⑸

頁 該当箇所 訂正前 訂正後 

【付26】 Ｋ594･4･イ 左心耳閉鎖術（開胸手術によるもの） 

1288 診療報酬 

留意事項通知 

追補⑷ 

11頁 

〔改正後

を訂正〕 

⑵ 「４」の「イ」開胸手術による
もの又は⑸に掲げる左心耳閉鎖術
を胸腔鏡下に実施したものは、区
分番号「Ｋ552」、「Ｋ552-2」、
「Ｋ554」、「Ｋ554-2」、「Ｋ555」、
「Ｋ555-3」、「Ｋ557」から「Ｋ
557-3」まで、「Ｋ560」及び「Ｋ
594」の「３」に掲げる手術（弁
置換術については機械弁によるも
のを除く。）と併せて実施した場
合に限り算定でき、当該手術を単
独で行った場合は算定できない。

⑵ 「４」の「イ」開胸手術によるも
のは、区分番号「Ｋ552」、「Ｋ552-
2」、「Ｋ554」、「Ｋ555」、「Ｋ557」
から「Ｋ557-3」まで、「Ｋ560」及
び「Ｋ594」の「３」に掲げる手術
（弁置換術については機械弁による
ものを除く。）と併せて実施した
場合に限り算定でき、当該手術を
単独で行った場合は算定できない。 

⑸ 左心耳閉鎖術を胸腔鏡下に実施
した場合は、本区分の「４」の
「イ」開胸手術によるものの所定
点数を準用して算定する。 

⑸ 左心耳閉鎖術を胸腔鏡下に実施
したものは、「Ｋ554-2」又は「Ｋ
555-3」に掲げる手術（弁置換術に
ついては機械弁によるものを除
く。）と併せて実施した場合に限
り算定でき、当該手術を単独で行
った場合は算定できない。なお、
左心耳閉鎖術を胸腔鏡下に実施し
た場合は、本区分の「４」の「イ」
開胸手術によるものの所定点数を
準用して算定することとし、当該
手術と「Ｋ554-2」又は「Ｋ555-3」
に掲げる手術を同時に行った場合
には、主たる手術の所定点数に、
従たる手術の所定点数の100分の50
に相当する額を加えた点数を算定
する。 

疑義解釈資料 

50頁 基本診療料 【２】 Ａ003 オンライン診療料 

その80（令和３年11月５日・事務連絡〈別添・医科〉） 

問１ 区分番号「Ａ003」オンライン診療料の施設基準において、「頭痛患者に対する情報通信機器を用

いた診療に係る研修」とあるが、当該研修にはどのようなものがあるか。 

答 現時点では、一般社団法人日本頭痛学会の実施する「日本頭痛学会e-learning」が該当する。 

施設基準等の事務手引
 

６月末発売予定

令和４年４月版
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https://shop.shaho.co.jp/130514
https://shop.shaho.co.jp/130514
https://www.shaho.co.jp/wp-content/uploads/2021/10/130514_031101.pdf#page=11
https://www.shaho.co.jp/wp-content/uploads/2021/10/130514_031101.pdf#page=11
https://shop.shaho.co.jp/130515

